
大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替・自動払込収納事務取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、養護老人ホーム入所者費用徴収金（以下「徴収金」という。）の口座振替なら

びに自動払込（以下「口座振替等」という。）による納付について必要な事項を定める。 

 

（対象徴収金） 

第２条 口座振替等により納付できる徴収金は、現年度分のみとする。 

 

（対象者） 

第３条 徴収金の口座振替等による納付ができる者は、徴収金の納入義務者で指定金融機関、指定

代理金融機関、収納代理金融機関（以下「取扱金融機関」という。）に預貯金口座を有し、当該取扱

金融機関に大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替依頼書（第１号様式）および大阪市養

護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込利用申込書（第 14 号様式）（以下「依頼書等」という。）を

提出した者とする。（以下「対象者」という。） 

 

（取扱店） 

第４条 前条に定める取扱金融機関のうち、納入義務者が指定した一店舗（以下「取扱店」という。）

とする。 

 

（指定預貯金口座） 

第５条 納入義務者が指定できる預金種目は、普通預金及び当座預金またはゆうちょ銀行における

通常貯金とし、納入義務者の指定する一口座（以下「指定預貯金口座」という。）とする。ただし、

指定できる口座は納入義務者の預貯金口座とする。 

 

（申込手続） 

第６条 口座振替等による納付を希望する納入義務者は、「依頼書等」及び大阪市養護老人ホーム入

所者費用徴収金口座振替納付届（第２号様式）（以下「納付届」という。）を取扱店（ゆうちょ銀行

は除く）又は居住地の区役所福祉業務主管担当に提出しなければならない。また、「依頼書等」及び

「納付届」の提出を受けた区役所福祉業務主管担当は、これを当該取扱金融機関の取りまとめ店に

回付しなければならない。（ゆうちょ銀行については第 14 号様式（ゆうちょ銀行及び郵便局提出用）

のみ大阪貯金事務センターへ回付） 

２ 取りまとめ店は、これを確認したときは、「納付届」の所定欄に確認印を押印するとともに、所

定の金融機関コード番号（全国銀行協会連合会統一金融機関番号及び統一番号）を記入し、区役所

福祉業務主管担当へ送付しなければならない。（ゆうちょ銀行は除く） 

３ 「納付届等」を受理した区役所福祉業務主管担当は内容確認した後これを保管するとともに、



受理した月の翌月分の納入分から口座振替等の取扱いを開始し、納入義務者に対して、大阪市養護

老人ホーム入所者費用徴収金口座振替取扱開始のお知らせ（第３号様式）（以下「取扱通知書」とい

う。）により口座振替等による納付の開始を通知しなければならない。 

 

（停止手続） 

第７条 対象者が口座振替等による納付を停止するときは、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収

金口座振替解約届（第４号様式）および大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込解約申込

書（第 15 号様式）（以下「解約届」という。）により取扱店（ゆうちょ銀行は除く）又は居住地の区

役所福祉業務主管担当に届け出なければならない。ただし、養護老人ホーム入所者の死亡等により

措置を廃止した場合、「解約届」の提出によらず、口座振替等による納付を停止するものとする。 

 

（変更手続） 

第８条 対象者が取扱店を変更（支店変更も含む。）しようとするときは、「依頼書等」及び「納付

届等」を新規に取扱店（ゆうちょ銀行は除く）又は居住地の区役所福祉業務主管担当に提出し、第

６条の規定による手続を行わなければならない。また、指定預貯金口座を変更するときも同様とす

る。 

２ 支店の統廃合等取扱金融機関の都合により、対象者の指定預貯金口座等が変更になるときは、

当該取扱金融機関は、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替変更届（第５号様式）（以下

「変更届」という。）又は、変更内容を記録した本市が指定する電子媒体を福祉局あて提出しなけれ

ばならない。（ゆうちょ銀行は除く） 

３ 福祉局は、本条第１項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、「取扱通知書」に

より口座振替納付口座の変更を納入義務者に通知する。 

 

（請求手続） 

第９条 口座振替等に必要な納付書の送付及びコンピューターの通信回線を利用したデータ伝送す

る方式（以下、「データ伝送方式」という。）については、次のとおり取扱う。 

 ① 納付書による場合 

  福祉局長は、対象者に対しての大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納付書（第６

号様式）（以下「納付書」という。）に、大阪市口座振替（自動払込）納付書（振替請求テープ）

送付書（取扱店分）（第７号様式の１）（以下「送付書」という。）、大阪市口座振替（自動払込）

納付書（振替請求テープ）受領書（取扱店分）（第７号様式の２）（以下「受領書」という。）、「送

付書」（取りまとめ店分）（第８号様式の１）、「受領書」（取りまとめ店分）（第８号様式の２）、取

扱店別一覧表（第９号様式）を添えて、振替日の５営業日前までに取扱金融機関（取りまとめ店）

あて送付する。 

② データ伝送方式による場合 

データ伝送方式により口座振替等を行う取扱金融機関については、福祉局から振替に必要な 



データを、振替日を含む４営業日前以前に取りまとめ店あてに伝送する。 

 

（振替日） 

第１０条 各月分の徴収金の振替日は翌月の月末とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日に

あたる場合は、翌営業日とする。また、11 月分徴収金については、翌年の第１営業日とする。 

 

（振替納付手続） 

第１１条 納付書により口座振替を行う取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。 

（１） 取りまとめ店は、第９条の規定により交付を受けた納付書等を取扱店別一覧表により納付書、

送付書（取扱店分）、受領書（取扱店分）を当該取扱店に送付する。 

（２） 取扱店は、振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、収入報告

書に受領書（取扱店分）を添えて取りまとめ店に送付する。 

この場合、預金額不足等の理由により振替日に振替不能になった納付書については、その理由

を不能理由欄に記載して取りまとめ店に送付する。 

（３） 取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収納分と同様の公金収納取扱い

で処理する。また、受領書（取扱店分）を集計して受領書（取りまとめ店分）を作成し、振替不

能であった納付書を添えて振替日を含め３営業日後までに福祉局へ一括して送付すること。 

２ データ伝送方式により口座振替納付を行う取扱い金融機関は、次の事務処理を行わなければな

らない。 

（１）取りまとめ店等は、第９条の規定により伝送されたデータにより振替日に指定預貯金口座か

ら請求金額を引き落とし、大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金振替済報告書（第 10 号様式）

を作成し、公金収納取扱いの処理をする。 

（２）取りまとめ店等は、振替処理を振替処理を行った結果をデータ伝送方式により振替日を含め

３営業日後までに福祉局が受信できるように作成する。 

 

（データ伝送方式の仕様） 

第１２条 データ伝送方式の各仕様並びに記録内容は別途定める。 

 

（振替不能分の再請求） 

第１３条 福祉局長は、振替不能分については、振替不能となった翌月以降に、督促状を納入義務

者に送付する。なお、督促状により期日までに納付されない場合は、さらに未納のお知らせを納入

義務者に対して送付する。 

 

（振替保留手続） 

第１４条 福祉局長及び区役所保健福祉センター所長は、納付書及び請求データ等の作成後、振替

日までの間に徴収金の収納等のため、請求の取り消しを要する場合は、大阪市養護老人ホーム入所



者徴収金口座振替保留依頼書（第 12 号様式・ゆうちょ銀行については第 17 号様式）（以下「保留依

頼書」という。）を取りまとめ店へ振替日の３営業日前までに到着するよう送付する。ただし、これ

に間に合わない場合はＦＡＸもしくは電話で依頼し、後日保留依頼書を送付する。 

 

（振替納付通知） 

第１５条 福祉局長は、対象者に対して大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納入済通

知書（第 13 号様式）を発行し、当該年度内において口座引落しを行った額を通知する。 

 

（その他） 

第１６条 その他この要綱に定める以外の事項に係るものについては、大阪市公金取扱金融機関事

務取扱規定による。 

 

附 則 

 この要綱は平成１８年１０月２日から実施する。 

 ただし、振替手続処理については、平成１８年１２月分徴収金からとする。 

 

附 則 

 この要綱は平成２０年２月１日から実施する。 

 ただし、自動払込処理については、平成２０年４月分徴収金からとする。 

 

附 則 

 この要綱は平成２６年１２月１日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は令和元年５月１日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は令和８年４月１日から実施する。 

 ただし、改正前の要綱による様式は、改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使

用することができることとする。 

 



不備返却理由

１ 預金口座なし

２ 記載事項相違
（口座番号・記号・名義等）

３ 通帳使用印相違

４ その他

←

２

枚

目

に

も

押

印

し

て

く

だ

さ

い

納入義務者→取扱金融機関または区保健福祉センター

㊞

金融機関番号

ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

預
金
口
座

納
入
義
務
者

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

第１号様式

（１枚目）

施設名 入所者氏名

　私（納入義務者）は、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を次の指定預金口座から口座振替
  の方法で支払うことに同意し、下記事項を確認のうえ、口座振替を依頼します。

銀行等

（ ） － 番〒 －

金融機関提出用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替依頼書

ケース番号
徴収金
区　分

取扱金融機関　御中 年 月 日申込年月日

☎

支店番号 口座番号（右づめで記入）

支 店

預金種目 １.普通　　　２.当座

ﾌﾘｶﾞﾅ

通帳使用印

検　印 印鑑照合 受　付

６．銀行等における口座振替について貴行（店）から領収証書や振替済通知書を省略されても差し支えありません。

措置区

毎月末日（当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日。）

※金融機関にて記入します。

※※

１．指定預金口座・振替指定日

記

氏名

本人分・扶養義務者分

金融機関処理欄

銀行・信金・労金
信組・農協

振替指定日

４．この口座振替契約は、貴行（店）が必要と認めた場合には、当方に通知することなく解約されても異議はありません。

５．この口座振込契約を解除するには、当方から貴行（店）に連絡します。

３．指定口座の残高が振替指定日において納付金の金額に満たないときは、その旨当方に通知することなく、ただちに納付書を返却されても異議
    はありません。

７．この取扱いについて、仮に紛議が生じても貴行（店）の責によるものを除き、迷惑をかけません。

２．預金の払出手続については、当座勘定または普通預金の規定にかかわらず、預金口座名義人が行うべき当座小切手の振出または通帳及び払戻
    請求書の提出などいたしませんから、貴行（店）の所定の方法で処理してください



不備返却理由

１ 預金口座なし

２ 記載事項相違
（口座番号・記号・名義等）

３ 通帳使用印相違

４ その他

氏名

検　印 印鑑照合 受　付

金融機関処理欄

振替指定日

※

預
金
口
座 支 店

※

銀行・信金・労金
信組・農協

１.普通　　　２.当座預金種目

金融機関番号

※金融機関にて記入します。

毎月末日（当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日。）

申込年月日（あて先）区保健福祉センター所長

施設名 入所者氏名

年 月 日

〒

措置区

　私（納入義務者）は、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を次の指定預金口座から口座振替
  の方法で支払いたいので、納付書等は下記の銀行等に送付してください。

銀行等

第２号様式

（２枚目）

（ ） － 番－

区役所・電算用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替納付届

支店番号 口座番号（右づめで記入）

納
入
義
務
者

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

１．指定預金口座・振替指定日

ケース番号

ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

取扱金融機関→区保健福祉センターまたは福祉局高齢福祉課

忘

れ

ず

に

押

印

し

て

く

だ

さ

い

通帳使用印

ﾌﾘｶﾞﾅ

←

記

㊞

徴収金
区　分

本人分・扶養義務者分

☎



氏名

４．この口座振替契約は、貴行（店）が必要と認めた場合には、当方に通知することなく解約されても異議はありません。

５．この口座振込契約を解除するには、当方から貴行（店）に連絡します。

６．銀行等における口座振替について貴行（店）から領収証書や振替済通知書を省略されても差し支えありません。

振替指定日

３．指定口座の残高が振替指定日において納付金の金額に満たないときは、その旨当方に通知することなく、ただちに納付書を返却されても異議
    はありません。

２．預金の払出手続については、当座勘定または普通預金の規定にかかわらず、預金口座名義人が行うべき当座小切手の振出または通帳及び払戻
    請求書の提出などいたしませんから、貴行（店）の所定の方法で処理してください

※

預
金
口
座

※

支 店

口座番号（右づめで記入）

☎

銀行・信金・労金
信組・農協

１.普通　　　２.当座預金種目

金融機関番号 支店番号

施設名 入所者氏名

※金融機関にて記入します。

毎月末日（当日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日。）

年 月 日申込年月日

〒

納
入
義
務
者

住所

銀行等

１．指定預金口座・振替指定日

第１号様式の２

（３枚目）

（ ） － 番－

納入義務者（控）

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替依頼書（控）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ケース番号

　私（納入義務者）は、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を次の指定預金口座から口座振替
  の方法で支払うことに同意し、下記事項を確認のうえ、口座振替を依頼します。

ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

納入義務者→取扱金融機関または区保健福祉センター→納入義務者

７．この取扱いについて、仮に紛議が生じても貴行（店）の責によるものを除き、迷惑をかけません。

ﾌﾘｶﾞﾅ

記

措置区
徴収金
区　分

本人分・扶養義務者分





不備返却理由

１ 預金口座なし

２ 記載事項相違
（口座番号・記号・名義等）

３ 通帳使用印相違

４ その他

検　印 印鑑照合 受　付

金融機関処理欄

氏名預
金
口
座

※金融機関にて記入します。

※※

銀行・信金・労金
信組・農協

金融機関番号 支店番号 口座番号（右づめで記入）

１.普通　　　２.当座

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

通帳使用印ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

預金種目

☎ （ ） － 番

金融機関提出用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替解約届

ケース番号

取扱金融機関　御中 年 月 日申込年月日

徴収金区分

銀行等

〒 －

第４号様式の１

（１枚目）

本　人　分
扶養義務者分

措置区

　私（納入義務者）は、口座振替を利用し、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を納付しておりま
したが、都合により取り止めることとしたいので届けます。

施設名 入所者氏名

納
入
義
務
者

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

納入義務者→取扱金融機関または区保健福祉センター

㊞

支 店

←

２

枚

目

に

も

押

印

し

て

く

だ

さ

い

１．指定預金口座・振替指定日

記



不備返却理由

１ 預金口座なし

２ 記載事項相違
（口座番号・記号・名義等）

３ 通帳使用印相違

４ その他

忘

れ

ず

に

押

印

し

て

く

だ

さ

い

通帳使用印

←

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替解約届

ケース番号

ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

預
金
口
座

（あて先）区保健福祉センター所長

取扱金融機関→福祉局高齢福祉課→区保健福祉センター

㊞氏名

納
入
義
務
者

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

記

☎

第４号様式の２

（２枚目）

（ ） － 番－

区役所・電算用

〒

　私（納入義務者）は、口座振替を利用し、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を納付しておりま
したが、都合により取り止めることとしたいので届けます。

銀行等

施設名

支 店

年 月 日申込年月日

本　人　分
扶養義務者分

措置区

入所者氏名

徴収金区分

１．指定預金口座・振替指定日

１.普通　　　２.当座預金種目

金融機関番号 支店番号 口座番号（右づめで記入）

銀行・信金・労金
信組・農協

検　印 印鑑照合 受　付

金融機関処理欄

※金融機関にて記入します。

※※



記

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替解約届（控）

ケース番号

ﾌﾘｶﾞﾅは氏と名の間を一マスあけてください。

預
金
口
座

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

納入義務者→取扱金融機関または区保健福祉センター→納入義務者

第４号様式の３

（３枚目）

（ ） － 番－

納入義務者（控）

銀行等

〒

１．指定預金口座・振替指定日

　私（納入義務者）は、口座振替を利用し、大阪市に納める上記入所者の入所者費用徴収金を納付しておりま
したが、都合により取り止めることとしたいので届けます。

納
入
義
務
者

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

施設名 入所者氏名

年 月 日申込年月日

口座番号（右づめで記入）

☎

支 店

預金種目 ※

本　人　分
扶養義務者分

措置区徴収金区分

銀行・信金・労金
信組・農協

支店番号金融機関番号
※

※金融機関にて記入します。

１.普通　　　２.当座



銀行 支店 口座番号 銀行 支店 口座番号

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替変更届

金融機関名：

ケース番号 入所者氏名 口座名義人 種目
変更前 変更後

備考

第
５
号
様
式











大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金 大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金

口座振替済報告書 口座振替済報告書

年 月 日 年 月 日

件 円 件 円

上記のとおり収納しました。 上記のとおり収納しました。

大阪市収納代理金融機関 大阪市収納代理金融機関

（取りまとめ店控） （取りまとめ店→大阪市指定（代理）金融機関→大阪市）

収納分

　　　　年度　一般会計　大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金

収納分

金額大阪市
会　計
管理者

件数 金額 大阪市
会　計
管理者

件数

発行課コード 予算主管コード 発行課コード 予算主管コード

款 項 目 節会計 部 款 項 目 節 会計 部

大阪市 大阪市

ﾌｫｰﾏｯﾄ ｼｽﾃﾑ 分類 区分 ﾌｫｰﾏｯﾄ ｼｽﾃﾑ 分類 区分

　　　　年度　一般会計　大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金

第１０号様式の１ 第１０号様式の２

分類 ３０ 分類 ３０



不能理由　　１．資金不足　　　　　　　　　　　　　　　４．契約なし

　　　　　　２．口座なし　　　　　　　　　　　　　　　５．委託者の都合による振替停止

　　　　　　３．預金者の都合による振替停止　　　　　　６．その他

備考
金融機関ｺｰﾄﾞ 支店ｺｰﾄﾞ 種別 口座番号

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替不能一覧表

振　　替　　日 金　融　機　関　名

　　　　年　　月　　日

ケース番号 預金者名義 入所者費用徴収金
引　　落　　口　　座

不能理由

第
１
１
号
様
式



御中

次の預金者の今回の口座振替は、引落さずに保留してください。

区保健福祉センター

（担当者：　　　　）

顧客番号（下１０桁はケース番号） 備考

振替指定日 　年　 月 　日

預金者名義

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金口座振替保留依頼書

預金
種別

金融機関
コード

支店
コード

口座番号 徴収金額

第
１
２
号
様
式





お届け印

取扱店日附印

払込先加入者名 大阪市会計管理者

徴収金
区　分

措置区

0

通帳記号

（大阪市　→　ゆうちょ銀行）

1

納入義務者

住所

払込先口座番号

ケース番号

－ （　　　　　）　　　　　－　　　　　　番

第１４号様式

（１枚目）

施設名 入所者氏名

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込利用申込書（収・加）

通帳番号（右詰めで記入）

の
031 6

　毎月末日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）

□　本　 人 　分
□　扶養義務者分

 記載事項を確認の上、自動払込みを申し込みます。

種目コード 契約種別コード

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

フリガナ

口座名義人

払込日

納
入
義
務
者

00900-5-960001

１．記号番号相違　　２．氏名相違　　３．印鑑相違　　４．口座なし　　５．その他（　　　　　　　　　）

ゆうちょ銀行をお申し込みの場合は自動払込み規定が適用されます。

氏名

　〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－２０
  大阪市福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課

☎

6

申込年月日 　　　　年　　月　　日

自動払込利用申込書に不備がありましたら、該当箇所に○印をつけ、下記宛までご返送願います。

〒

ゆうちょ銀行申込用

ﾌﾘｶﾞﾅ



氏名

納
入
義
務
者

種目コード 契約種別コード

☎ （　　　　　）　　　　　－　　　　　　番

ケース番号

お届け印

ゆうちょ銀行申込用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込利用申込書（収・加）

大　阪　市　長　様
申込年月日 　　　　年　　月　　日

（区保健福祉センター　控）

ﾌﾘｶﾞﾅ

住所

0

フリガナ

の

第１４号様式の２

（２枚目）

6 6

〒 －

払込日

施設名 入所者氏名

納入義務者

口座名義人

3

00900-5-960001払込先口座番号

　毎月末日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）

1 1 0

払込先加入者名 大阪市会計管理者

措置区
徴収金
区　分

□　本　 人 　分
□　扶養義務者分

 記載事項を確認の上、自動払込みを申し込みます。

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳記号 通帳番号（右詰めで記入）



☎ （　　　　　）　　　　　－　　　　　　番

（本人控）

大　阪　市　長　様

住所

－

1 0
の

お届け印

00900-5-960001

03

納
入
義
務
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

ゆうちょ銀行申込用
契約種別コード

申込年月日 　　　　年　　月　　日

 記載事項を確認の上、自動払込みを申し込みます。

通帳記号種目コード

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

フリガナ

ケース番号

〒

第１４号様式の３

（３枚目）

□　本　 人 　分
□　扶養義務者分

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込利用申込書（収・加）

入所者氏名

払込日

払込先口座番号

1 6

施設名

口座名義人

6

通帳番号（右詰めで記入）

徴収金
区　分

　毎月末日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）

払込先加入者名 大阪市会計管理者

措置区

納入義務者



氏名

納
入
義
務
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

種目コード 契約種別コード

☎ （　　　　　）　　　　　－　　　　　　番

ケース番号

お届け印

ゆうちょ銀行用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込解約申込書

大　阪　市　長　様
申込年月日 　　　　年　　月　　日

住所

0

フリガナ

の

□　本　 人 　分
□　扶養義務者分

第１５号様式

7 6

〒 －

払込日

施設名 入所者氏名

納入義務者

口座名義人

3

00900-5-960001払込先口座番号

01 1

徴収金
区　分

　毎月末日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）

払込先加入者名 大阪市会計管理者

措置区

 自動払込みを解約（廃止）します。

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳記号 通帳番号（右詰めで記入）



大　阪　市　長　様

住所

（　　　　　）　　　　　－　　　　　　番

1 0
の

お届け印

00900-5-960001

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

フリガナ

口座名義人

☎

0

納
入
義
務
者

ﾌﾘｶﾞﾅ

〒

氏名

施設名

ケース番号

納入義務者

－

ゆうちょ銀行用

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込解約申込書

申込年月日 　　　　年　　月　　日

 自動払込みを解約（廃止）します。

通帳記号種目コード 契約種別コード

31 7 6

第１５号様式

（本人控）

□　本　 人 　分
□　扶養義務者分

入所者氏名

払込日

払込先口座番号

通帳番号（右詰めで記入）

徴収金
区　分

　毎月末日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）

払込先加入者名 大阪市会計管理者

措置区



（様式第１６号） 

 

自 動 払 込 合 計 票 
 

 

 
 

 

 

加入者名 
大阪市会計管理者 
（大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金） 

 

払込金の種別 その他（３０） 

 

事業主番号 ０９２２７３８１ 

 

払 込 日     年    月    日 

 

口座番号 ００９００―５―９６０００１ 

 

合計件数                       件 

 

合計金額                       円 

 



御中

次の預貯金者の今回の自動払込は、引落さずに保留してください。

区保健福祉センター

（担当者：　　　　） 印

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

1 0
の

振替口座番号

大阪市北区中之島１－３－２０

大阪市会計管理者

０９２２７３８１

００９００－５－９６０００１

加入者住所

備考

振替指定日       　年　 月　 日

顧客番号（下１０桁はケース番号）通帳番号

大阪市養護老人ホーム入所者費用徴収金自動払込保留依頼書（ゆうちょ銀行）

徴収金額通帳記号預金者名義

加入者名

事業主番号

第
１
７
号
様
式


